
 

 

千葉市監査委員告示第１１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

    令和７年１０月１７日 

 

千葉市監査委員   宍 倉 輝 雄 

同        宮 原 清 貴 

同         石 井 茂 隆 

同        青 山 雅 紀 



 
７千総総第５５５号 

令和７年１０月６日 

 

 千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 

 同       宮 原 清 貴 

 同       石 井 茂 隆 

 同       青 山 雅 紀 

 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 令和６年度監査報告第７号、９号及び１１号により報告のあった監査の結果に基づき講じ

た措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により

別紙のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

報告書番号 ６監査報告第１１号 

監査の種類 財政援助団体等監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

２ 公の施設の指定管理者 

（１）特定非営利活動法人まちづくり千葉 

ア 【団体】管理業務に係る収入を適正に 

管理すべきもの 

  （ア）事案及び問題点 

千葉市民活動支援センターの管理

に関する基本協定書第２６条による

と、指定管理料など管理業務に係る収

入は、独立した管理口座で管理するも

のとされている。 

しかしながら、管理口座の通帳を確

認したところ、指定管理料など管理業

務に係る収入は法人の収支を管理す

る口座と同一の口座で管理されてお

り、独立した管理口座で管理されてい

なかった。 

  （イ）指摘 

管理業務に係る収入は、基本協定書

に基づき、独立した管理口座で適正に

管理されたい。 

 

 

 

 

 

千葉市民活動支援センターの管理業務に

係る収入については、所管課からの指示によ

り、令和７年４月分から指定管理料など管理

業務に係る収入を独立した管理口座で適正

に管理するよう是正した。 

 

 


